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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 第３７回朝霞市新型コロナウイルス対策本部会議 

開 催 日 時 

午前９時３０分から 

令和４年３月３日（木）                               

午前９時４０分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所別館２階 全員協議会室 

出 席 者 

富岡市長、神田副市長、尾口消防署長、二見教育長、宮村市長公室長、毛利

危機管理監、須田総務部長、益田市民環境部次長、三田福祉部長、麦田こど

も・健康部長、笠間都市建設部長、望月会計管理者、木村上下水道部長、村

山議会事務局長、金子学校教育部長、神頭生涯学習部部長、太田監査委員事

務局長 

（事務局） 

＜健康づくり課＞田中次長、坂田課長補佐、斎藤課長補佐、森田主任 

（危機管理室）田畑副審議監 

（シティ・プロ―モーション課）星加課長 

会 議 内 容 
（１） まん延防止等重点措置等の適用が延長になった場合の対応について 

（２） その他 

会 議 資 料 

・第３７回朝霞市新型コロナウイルス対策本部会議次第 

・まん延防止等重点措置の延長について 

・１週間あたりの新規陽性者数（令和４年２月２７日現在） 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 ■要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
 

  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 
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１ 開  会  第３７回朝霞市新型コロナウイルス対策本部会議を行うことを報告 

 

２ 議  題  富岡市長が本部長となり、議事進行を行った。 

    

             

（１） まん延防止措置等重点措置等の適用が延長になった場合の対応について 

 

（危機管理室） 

    資料「まん延防止等重点措置の延長について」の報告 

 

1．状況 

政府は各知事の要請を踏まえ、埼玉県含む１０都道府県で、まん延防止等重点措置の

延長を視野に検討。 

 

２.埼玉県の対応 

２日時点における県内感染者数は４,６１７人で第６波のピークは越えたものの、新規

陽性者の減少は緩やか。 

県は昨日、新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、国に対して、まん延防止等重

点措置期間の延長を要請する事を決定。要請にあたっては、1都３県で協調して行うほか、

埼玉県単独での要請も行うこととする。 

政府の決定を受け次第、県として延長を決定。 

 

３．要請内容 

（１）延長期間は１５日以内（３月２１日（月）まで）とする。ただし、まん延防止等重 

点措置を実施する必要がなくなったと認めた場合は、早期に終了。 

(２) 飲食・会食を感染経路とする感染が大幅に下がっていることから、飲食店への制限 

を講じる前提となっていることを改め、知事の権限において機動的な感染防止対策を 

講じられるよう改正すること。 

（３）まん延防止等重点措置等の実施や解除は、オミクロン株の特性に応じて、科学的知

見とエビデンスに基づく基準を改めること。 

 

４．まん延防止等重点措置延長の際の内容（まだ決定はしていない） 

（１）期間 

   ３月２１日（月）まで、状況により事前に終了 

 

（２）内容 

   ア 県民に対して 

     引き続き感染防止対策、不要不急の外出を極力控える 
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イ 飲食店に対して 

     制限が緩和されることが予想されるものの、どれくらい緩和されるかは細部不明 

     ワクチン・検査パッケージ制度は引き続き適用される可能性あり 

  ウ その他 

     これまでの要請と変化なし 

 

  （こども・健康部） 

    ・施設等は、平常どおり開所とする。 

    ・イベントや大勢の人が集まる会議等については、各部署の判断で中止やリモート、

書面会議にするなどの対応を引き続きお願いしたい。 

 

（市長公室） 

  ・書面による会議については、以前、市長公室から２年前の緊急事態宣言中に、書面

に関する会議は止むをえないので、幹事会でよく相談して行うようにという通知を

したが、緊急事態宣言が終わった時には、会議は感染対策をしたうえで、開催して

いただくようにと変更した。まん延防止等重点措置中は特に規定はしていない。今

でも書面会議を行っている機関があると思うが、審議会の中でよく相談したうえで、

どうしても実施しなくてはならないという事態であれば、審議会にかけての判断と

して書面による会議を実施していただきたい。 

 

（福祉部） 

  ・総合福祉センター内にある「更生保護サポートセンター」は、朝霞地区保護司会の

判断で、３月末日まで休所とする。 

 

（２） その他 

 

（こども・健康部） 

  資料「１週間あたりの新規陽性者数（令和４年２月２７日現在）」の報告 

   

  ・資料は、２年前から１週間単位で新規陽性者数の合計をグラフ化したもので、高止ま

りではあるが徐々に減少傾向にある。最終の２月２１日から２月２７日までは８６３

人、昨日から起算した１週間は６８７人だったので、減っているということになるが

全体の数としては多いので、引き続き注意が必要という状況。 

  

３ 閉  会 

 


